
競争的研究資金の運営・管理について 

 
（１）研究者向け研修について 

本学において競争的研究資金に応募し、採択された研究者（グループ研究を含む。）は、

その研究費の使用について競争的研究資金配分機関の事務処理要綱にしたがって研修を受け

るものとする。 

ただし、科学研究費補助金については、採択後研究者に配布する「科学研究費補助金マニ

ュアル」をもって研修に代える。 

また、競争的研究資金等に採択された研究者は、ルールを遵守する旨の誓約書（様式略）

を提出するものとする。 

（２）本学における競争的研究資金等の取扱い権限及び責任者 

①競争的研究資金の取扱い権限 

競争的研究資金の取扱い権限の最高管理責任者は学長とし、統括管理責任は研究支援セン

ター長、部局責任者を研究支援センター次長とする。（図Ａ参照） 

なお、その事務処理は、総務部、財務部、管財部、学務部及び研究支援センターで取扱う

ものとする。 

②研究費の管理 

   競争的研究資金により物品等（消耗品を含む。）を購入する場合は、「学校法人中部大学固

定資産及び物品調達規程」に準拠するものとする。 

なお、消耗品等を購入した場合には検収員により納品検査を行う。 

③競争的研究資金により雇用する研究員の出退勤管理 

競争的研究資金により雇用された研究員は、出勤・業務日誌（様式略）を、担当教員の押

印後毎月初めに研究支援センターへ提出するものとする。 

④取引停止 

   競争的研究資金による物品等の購入の際に、不正な取引に関与した業者は、学校法人中部

大学固定資産及び物品調達規程第８条により、取引停止といった処分を受けることがある。 

⑤研究者、職員への処分 

   競争的研究資金による物品等の購入の際等に、不正な取引に関与した研究者又は職員は、

学校法人中部大学就業規則第３４条により、懲戒委員会の議を経て処分を受けることがあ

る。 

⑥競争的研究資金使用に関する相談窓口等 

   研究者が競争的研究資金を使用する際の相談窓口を研究支援センターに設置する。 

   また、違法行為の抑制・業務の適法化のための告発窓口を研究者倫理委員会委員長とする。 

   研究に係る不正の告発があった場合には、予備調査委員会を経て調査委員会を開き、調査

の上、最高管理責任者の学長に報告するものとする。 

予備調査委員会および調査委員会に関する構成等については、別に定める。（図Ｂ参照） 

 

 

 



＜図Ａ：競争的研究資金の運営・管理について＞ 
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＜図Ｂ：競争的研究資金の不正に係る調査体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎関連規程 

・ 学校法人中部大学管理規則 （職務に関すること） 

・ 学校法人中部大学就業規則第 34 条（懲戒に関すること） 

・ 学校法人中部大学経理規程 （監査に関すること） 

・ 服務規程 

・ 学校法人中部大学固定資産及び物品調達規程（物品調達・取引停止に関すること） 

・ 中部大学研究者倫理委員会規程 

・ 中部大学研究支援センター規程 

・ 中部大学研究支援センター運営委員会規程 

 

最高管理責任者 

（学 長） 

理事長 

懲戒委員会 内部監査 
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(研究者倫理委員会委員長)

不正防止推進 

 

 

 

     

（関係部署） 

研究者倫理委員会 

研究支援センター運営委員会 

研究支援センター 

総務部・財務部 
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（３）研究上の不正行為に関する取扱いについて 
   中部大学において行われる研究について不正行為が生じた場合は、次のように取扱う。 

 

 関連規程：【中部大学における研究上の不正行為に関する取扱規程】 

 

・不正行為となる対象者 

本学の構成員(教職員及び学生等)及び本学の構成員であった者で在籍中に 

下記①～④を行った者 

・不正行為となる行為 

 ①捏造・・・データ又は実験結果を偽造すること。 

         ②改ざん・・研究試料･機材・研究過程に操作を加え、又はデータ若しくは 

研究成果を変え、若しくは省略することにより研究内容を正し 

く表現しないこと。 

        ③盗用・・・他人の研究内容又は文章を適切な手続きを経ることなしに流用 

すること。 

④不正使用等・・私的流用、目的外使用、不正経理、不正受給等を行うこと。 

・不正行為に係る調査・審理・判定  

研究者倫理委員会（予備調査委員会、調査委員会） 

・不正行為に係る裁定  

学長 

・不正行為に係る処分 

理事長 

 

 



 

 

                       

 

 

 

 

                                                          

                 

                              報告        

                                                        文書通知 

 

 本                                                  

                              報告 

 調                                                   

                                                          弁明の機会   

 査                   

                                                   関係者からの事情聴取         

                                                   関係資料の調査 

                              報告 

     文書                        

     通知                                    通知 

                                                

        通知                    報告                      

 予                                                  事情聴取 

                                                 

 備                                              不正行為の疑い       

 

 調                                              調査命令                 

                                                     

 査                                                   相当の信頼のある情報      

                                                                      

                          

       申立書                                  

 

学  長 ・ 裁  定 

研 究 者 倫 理 委 員 会 

審  理 ・ 判  定 

調査委員会の設置(必要に応じて設置) 

委員長：研究者倫理委員会委員のうちから研究者倫理委員会委員長の指名

した者             

委 員：研究者倫理委員会委員のうちから研究者倫理委員会委員長の指名

した者若干名 

    ：その他研究者倫理委員会が必要と認めた者 

研 究 者 倫 理 委 員 会 

研究者倫理委員会の下に、 

予備調査委員会の設置（必ず設置）

委員長：研究者倫理委員会委員長の指名した者 

委 員：研究者倫理委員会委員のうちから研究者倫理委員会委員長の

指名した者 

   ：調査対象者の所属する学部長 

     :その他研究者倫理委員会が必要と認めた者 

申立者 

調査対象者 

学  長 

不正行為申し立て窓口 

（研究者倫理委員会委員長） 

学部生の場合 

                     懲戒  

大学院生の場合                     

教授会の議を経る 

大学院研究科委員会の議を経る

予 備 調 査 ・ 本 調 査 

教職員の場合 

懲戒委員会 理事長 

懲戒



               

              

              

 

 

                       

 

 

 

                                                 

 

 

        

文書通知 文書通知 

異議申立てがあった場合 

学 長 

裁定 

研究者倫理委員会 

       再調査・再審理

不服審査委員会 

  委員長：副学長のうちから学長が指名した者 

  委 員：大学教員のうちから学長が指名した者 4名 

      ※予備調査委員会委員・調査委員会委員は除く 

学 長 

研究者倫理委員会委員長 

判    定 

調査対象者申 立 者 

 
①調査対象者の教育研究活動の停止措置

に関する所属学部長への勧告 

②研究資金提供機関、関連教育機関等への

通知 

③関連学会・学術誌・編集委員会等への通 

 知 

④その他不正行為の排除のための必要な

措置 

調査対象者の教育研究活動への支障、名誉棄

損等があった場合の正常化・回復措置 

不正行為 有

措置 

不正行為 無 

報告 

再審理命令 

報告 ・関係者事情聴取 

・再審理の必要性 

異議申立書 
 判定通知を受けてから10日以内

文書通知文書通知 



（４）研究活動に関する内部委員会の体制 

 

①研究費の不正・不適正使用検討 
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専門委員会 

研究支援センター長 

学部長 

事務局長 

総務部長 

財務部長 

管財部長 

学務部長 

研究支援センター次長 

 

研 究 委 員 会  
研究者倫理委員会 

Ｗ     Ｇ 

内部監査 

委員会 



②研究倫理、研究不正、利益相反問題等 

 

 

                             ・中部大学協議会規程 

                                             

報告               報告 

                              

                                    

 

   ・中部大学研究委員会規程 

        

                                                   ・中部大学研究者倫理委員会規程 

 

                                

・中部大学利益相反検討専門委員会内規 

                               

        

 

 

 

 

 

 

 

                        ・中部大学倫理審査委員会規程 

 

 

 

               

 

 

 

 

               ・中部大学組換えＤＮＡ実験規程 

               ・中部大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する規程 

               ・中部大学動物実験指針 

               ・中部大学研究用微生物安全管理規程 

大  学  協  議  会 

研 究 委 員 会 

利益相反検討専門委員会 

・利益相反に関すること 

研究者倫理委員会 

・研究倫理に関すること 

・研究不正に関すること 

倫理審査委員会 

・ヒトを対象とする倫理に関わる全ての研究及び関連する諸事象が 

「ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則を定めたヘルシンキ宣

言」の倫理規範を踏まえ、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫

理指針」、「疫学に関する倫理指針「看護者の倫理綱領」等の趣旨に

沿って正しく実施され、倫理に基づいて忠実に行なわれることを目

的とする。 

学内外で研究を行なう際に、法令等を遵守しなければ行なうことができない研究

（社会的コンセンサスが必要とされている研究、個人情報の取扱いに配慮する必要

がある研究及び生命倫理・安全対策に対する取組が必要とされている研究等）を含

む場合には、学内委員会の審議が必要となります。 




